
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

方
、
·
三
鷹
市
内
に
居
住
し
て
い

る
人
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る

方
は
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
申
告
を
し
な
い
と
課
税
・
非

課
税
の
証
明
書
が
交
付
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

∞
市
民
税
課
ò
内
線
２
３
４
２

〜
２
３
４
７

国の個人情報の保護対策

①本人確認情報の提供先や利用目的を法律により具体的に限定してい
ます。
②関係職員に対する「安全保護措置」および「秘密保持」の義務付け
③民間部門の住民票コードの利用禁止

制
度
面

①専用回線を用いた個人情報の送信
②送信情報の暗号化
③通信相手となるコンピュータとの相互認証
④操作者のIDカードやパスワードなどによる厳重な確認
⑤ネットワークシステムに蓄積されているデータへの接続制限
⑥データ通信の履歴管理および操作者の履歴管理

技
術
面

①情報保護管理者の設置
②安全確保などのための委員会の開催
③業務の適正な執行に関する監査
④個人情報保護意識の向上に関する関係職員への研修
⑤安全・正確性の確保措置の関係職員への研修

運
用
面

№16 Dミ2/3日付02面 天地34×左右40 岩岩岩0130（三）

市役所代表電話0 4 2 2 － 4 5 － 1 1 5 1 住基ネット　税　�

住
民
の
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
な

ど
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
も
の

を
「
住
民
票
」
と
い
い
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
も

の
を
「
住
民
基
本
台
帳
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の

住
民
基
本
台
帳
は
、
選
挙
人
名
簿
の
作
成
や
国

民
健
康
保
険
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
し
て

の
資
格
の
管
理
、
児
童
手
当
の
受
給
資
格
の
管

理
な
ど
、
市
区
町
村
が
行
う
行
政
サ
U

ビ
ス
の

基
礎
と
し
て
、
行
政
の
合
理
化
や
住
民
の
利
便

の
増
進
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
住
民
基
本
台
帳
の
事
務
は
現
在
、
全
国

ほ
と
ん
ど
の
市
区
町
村
で
コ
ン
ピ
ュ
U

タ
化
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
の
高
度
情

報
社
会
や
高
齢
社
会
、
地
方
分
権
の
流
れ
に
対

応
す
る
と
と
も
に
、
全
国
的
な
住
民
の
移
動
や

交
流
が
一
般
化
し
て
い
る
状
況
の
も
と
で
、
一

層
の
住
民
サ
U

ビ
ス
と
行
政
事
務
の
簡
素
化
・

効
率
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
全
国
一

斉
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の

住
基
ネ
ッ
ト
で
す
。

●
平
成
14
年
８
月
以
降
（
住
基
ネ

ッ
ト
の
一
部
稼
働
）

◇
住
民
票
の
写
し
を
添
付
す
る
必

要
が
な
く
な
り
ま
す

現
在
、
国
の
行
政
機
関
な
ど
で

行
わ
れ
て
い
る
手
続
き
（
左
表
参

照
）
に
お
い
て
、
住
民
票
の
写
し

な
ど
の
提
示
ま
た
は
添
付
を
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
ネ
ッ
ト
ワ

U

ク
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民

票
の
交
付
を
受
け
た
り
証
明
を
受

け
に
行
く
必
要
が
な
く
な
り
ま

す
。

住
基
ネ
ッ
ト
で
実
現
で
き
る
サ
U
ビ
ス

●
平
成
15
年
８
月
か
ら
（
住
基
ネ

ッ
ト
の
本
格
稼
働
）

◇
住
民
票
の
写
し
の
交
付
を
全
国

ど
こ
の
市
区
町
村
で
も
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

現
在
は
住
ん
で
い
る
市
区
町
村

fl恩給の支給

‡児童扶養手当などの給付申請

·建設業の許可

‚宅地建物取引業や建築士の免許の申請

„不動産鑑定士や気象予報士、宅地建物取引主任者資格の登録

‰一般旅券（パスポート）の記載事項の訂正　など93業務

住民票の写しの添付などが不要となる申請・手続き

で
し
か
受
け
ら
れ
な
い
住
民
票
の

写
し
の
交
付
が
、
全
国
ど
こ
の
市

区
町
村
で
も
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

◇
引
越
し
の
手
続
き
が
簡
単
に
な

り
ま
す

現
在
は
、
住
ん
で
い
る
市
区
町

村
に
転
出
届
を
行
い
、
転
出
証
明

書
の
交
付
を
受
け
た
う
え
で
、
新

し
く
住
む
市
区
町
村
に
転
入
届
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
住
民

基
本
台
帳
を
ネ
ッ
ト
ワ
U

ク
化
す

る
こ
と
に
よ
り
、
転
出
証
明
書
に

載
せ
て
い
る
情
報
が
電
子
情
報
と

し
て
市
区
町
村
間
で
送
受
信
さ
れ

る
た
め
、
窓
口
に
行
く
の
は
新
し

く
住
む
市
区
町
村
で
の
転
入
手
続

き
だ
け
で
済
む
よ
う
に
な
り
ま
す

（
郵
送
に
よ
る
転
出
届
が
必
要
で

す
）。

◇
申
請
す
る
と
住
民
基
本
台
帳
カ

U

ド
の
発
行
が
受
け
ら
れ
ま
す

こ
れ
ら
の
サ
U

ビ
ス
を
受
け
る

と
き
に
は
市
民
の
方
か
ら
の
申
請

に
よ
り
発
行
す
る
「
住
民
基
本
台

帳
カ
U

ド（
Ｉ
Ｃ
カ
U

ド
）」
を
利

用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

こ
の
カ
U

ド
は
身
分
証
明
書
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
今
後
の
具
体
的
な
事
務

手
続
き
や
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
に
つ

い
て
は
広
報
「
み
た
か
」
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

∞
市
民
課
住
民
記
録
係
ò
内
線

２
３
２
６

個
人
情
報
の
保
護
対
策
に
つ
い
て

住
基
ネ
ッ
ト
は
、
住
民
の
大
切

な
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
か

ら
、
個
人
情
報
の
保
護
を
最
も
重

要
な
課
題
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
国
で
は
個
人
情
報

保
護
に
関
す
る
国
際
的
な
基
準
を

十
分
踏
ま
え
た
上
で
、
制
度
面
、

技
術
面
、
運
用
面
の
三
つ
の
側
面

か
ら
、
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た

め
の
対
策
を
示
し
て
い
ま
す
（
下

表
参
照
）。

市
で
は
、
「
三
鷹
市
個
人
情
報

保
護
条
例
」
に
基
づ
き
、
個
人
情

報
の
保
護
を
図
り
な
が
ら
、
コ
ン

ピ
ュ
U

タ
を
活
用
し
た
市
民
サ
U

ビ
ス
の
向
上
と
行
政
事
務
の
改
善

に
努
め
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
住

基
ネ
ッ
ト
の
構
築
に
合
わ
せ
て
条

例
の
整
備
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
十
分
な
個
人
情
報
保
護

が
で
き
る
よ
う
に
、
住
基
ネ
ッ
ト

の
運
用
方
法
や
安
全
対
策
、
緊
急

対
応
の
手
順
、
職
員
研
修
の
実
施

な
ど
の
運
用
管
理
に
関
す
る
規
程

を
整
備
し
、
万
全
の
対
策
を
講
じ

て
い
き
ま
す
。

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
を

今
年
か
ら
市
民
税
・
都
民
税
の

申
告
会
場
が
変
わ
り
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間

２
月
16
日
—
〜
３

月
15
日
–
（
土
・
日
・
祝
日
は
除

く
）
。
実
際
の
受
付
は
２
月
18
日

Ã
か
ら
と
な
り
ま
す
。

◆
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時

◆
受
付
場
所

三
鷹
市
役
所
第
二

庁
舎
４
階
241
会
議
室
。

【
申
告
が
必
要
な
方
】

◆
平
成
14
年
１
月
１
日
現
在
、
三

鷹
市
に
住
ん
で
い
る
方
で
、
fl
13

年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
方
（
年
金

収
入
、
所
得
税
で
分
離
課
税
を
選

択
し
た
配
当
所
得
を
含
む
）
、
‡

13
年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た
方

で
、
市
内
に
居
住
す
る
人
の
扶
養

親
族
に
な
っ
て
い
な
い
方

◆
三
鷹
市
内
に
居
住
は
し
て
い
な

い
が
、
市
内
に
事
務
所
・
事
業

所
・
家
屋
敷
が
あ
る
方

な
お
、
fl
所
得
税
の
確
定
申
告

を
す
る
方
、
‡
勤
務
先
か
ら
給
与

所
得
税
の
申
告
・
贈
与
税
の
申
告
は

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

３
月
に
入
る
と
大
変
混
み
合
い

ま
す
の
で
、
早
期
の
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
。
還
付
申
告
は
２
月
15

日
前
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
は
窓
口
業

務
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方
は
、
郵

送
ま
た
は
時
間
外
文
書
収
受
箱

（
税
務
署
正
門
わ
き
に
設
置
）
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い

給
与
所
得
者
の
方
で
も
、
次
の
よ

う
な
場
合
は
、
確
定
申
告
を
す
れ

ば
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還

付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
fl

一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
U

ム
を
ロ

U

ン
で
取
得
（
増
改
築
を
含
む
）

し
た
場
合
、
‡
原
則
と
し
て
10
万

円
以
上
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場

合
、
·
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
場

合
、
‚
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再

就
職
し
て
い
な
い
場
合
。

fl
申
告
書
の
種
類
が
、
「
申
告

書
Ａ
」
と
「
申
告
書
Ｂ
」
の
２
種

類
に
な
り
ま
し
た
。
「
申
告
書

Ａ
」
＝
申
告
す
る
所
得
が
給
与
・

雑
（
年
金
）
・
配
当
・
一
時
だ
け

の
方
、
「
申
告
書
Ｂ
」
＝
所
得
の

種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の

申
告
に
対
応
。

‡
「
申
告
書
の
別
表
」
と
し
て
、

「
第
三
表
（
分
離
課
税
用
）」「
第

四
表
（
損
失
申
告
用
）」「
第
五
表

（
修
正
申
告
用
）」
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
「
申
告
書
Ｂ
」
と
併
せ
て
使

用
し
ま
す
。

·
確
定
申
告
の
手
引
に
「
計
算

コ
U

ナ
U

」
を
設
け
、
計
算
結
果

を
申
告
書
に
転
記
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

税
務
署
で
は
、「
申
告
書
作
成
会

場
」
を
設
け
て
、
書
き
方
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
し
ま
す
。
申
告
書
の
作

成
に
当
た
り
分
か
ら
な
い
点
が
あ

る
方
は
是
非
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

２
月
末
ま
で
に
申
告
書
を
提
出

す
る
と
、
４
月
下
旬
ご
ろ
ま
で
に

還
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

平
成
13
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
は

２
月
16
日
—
〜
３
月
15
日
–
で
す

ま
す
が
、
３
月
に
な
っ
て
か
ら
の

申
告
で
は
、
受
け
取
り
に
か
な
り

の
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
必

要
書
類
の
不
足
や
誤
記
な
ど
な
い

よ
う
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
期
間
中
「
青
色
申
告

コ
U

ナ
U

」
を
設
け
て
、
青
色
申

告
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

平
成
13
年
中
に
土
地
（
借
地

権
）、建
物
な
ど
の
不
動
産
や
ゴ
ル

フ
会
員
権
な
ど
の
資
産
を
売
っ
た

方
は
、
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
、
所

得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

◇
不
動
産
を
売
っ
た
り
、
交
換
し

た
り
、
買
換
え
た
り
し
た
場
合
の

譲
渡
所
得
は
「
分
離
課
税
」
と
な

り
ま
す
の
で
、
「
申
告
書
Ｂ
」
お

よ
び
「
第
三
表
（
分
離
課
税
用
）」

‡
震
災
、
風
水
害
、
火
災
な
ど
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
固
定
資
産
、

·
国
や
市
な
ど
が
無
償
で
借
り
受

け
ま
た
は
譲
渡
を
受
け
た
固
定
資

産
な
ど
。

な
お
、
減
免
事
由
が
消
滅
し
た

場
合
は
、
直
ち
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

∞
資
産
税
課
ò
内
線
２
３
６
３

固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
が

減
免
さ
れ
ま
す

登
記
、
会
社
の
登
記
な
ど
の
問
題

に
つ
い
て
無
料
相
談
会
を
毎
月
１

回
開
催
し
て
い
ま
す
。

▽
２
月
13
日
Œ
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
、
武
蔵
野
ス
イ
ン
グ
ビ

ル
10
階
ス
カ
イ
ル
U

ム
１
（
武
蔵

境
駅
北
口
）
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

∞
東
京
土
地
家
屋
調
査
士
会
武

蔵
野
支
部
ò
31
―
２
３
０
０
・
東

京
司
法
書
士
会
武
蔵
野
支
部
ò
55

―
１
５
８
５

不
動
産
登
記
相
談

を
使
用
し
、
給
与
、
事
業
、
不
動

産
所
得
な
ど
の
所
得
と
一
緒
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
ゴ
ル
フ
会
員
権
、
貴
金
属
・
書

画
・
骨
と
う
品
な
ど
を
売
却
し
た

場
合
の
譲
渡
所
得
は「
総
合
課
税
」

と
な
り
ま
す
の
で
、「
申
告
書
Ｂ
」

を
使
用
し
、
給
与
、
事
業
、
不
動

産
所
得
な
ど
の
所
得
と
一
緒
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

税
金
の
質
問
に
電
話
（
音

声
）
・
フ
ァ
ク
ス
・
イ
ン
タ
U

ネ

ッ
ト
・
携
帯
電
話
（
文
字
情
報
）

で
お
答
え
し
ま
す
。
利
用
方
法
お

よ
び
相
談
項
目
は
、
税
務
署
ま
た

は
市
役
所
に
備
え
付
け
の
「
タ
ッ

ク
ス
ア
ン
サ
U

コ
U

ド
表
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
イ
ン
タ
U

ネ
ッ
ト
の

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
U

ホ
U

ム
ペ

U

ジ
」
の
『
申
告
書
シ
ミ
ュ
レ
U

ト
コ
U

ナ
U

』
も
ご
利
用
く
だ
さ

∞
武
蔵
野
税
務
署
ò
53
―
１
３

１
１ ◆

税
務
署
か
ら
の
お
願
い

※
武
蔵
野
税
務
署
の
駐
車

場
は
、
仮
庁
舎
設
営
の
た
め

４
月
上
旬
ま
で
ご
利
用
で
き

ま
せ
ん
。
車
で
の
来
署
は
ご

遠
慮
く
だ
さ
い
。

◆
確
定
申
告
で

税
金
の
戻
る
方

◆
確
定
申
告
書
が

新
し
く
な
り
ま
し
た

◆
確
定
申
告
書
は

ご
自
身
で
作
成
を

◆
平
成
14
年
分
か
ら

青
色
申
告
を
希
望
す
る
方

◆
土
地
や
建
物
な
ど
を

売
っ
た
方

◆
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
の

利
用
に
つ
い
て

◆
確
定
申
告
書
の
提
出
は

郵
送
で
も
で
き
ま
す

◆
市
民
税
・
都
民
税
申
告

書
用
紙
は
、
２
月
８
日
–

に
郵
送
し
ま
す
。

◆
還
付
金
を
早
く

受
け
取
る
た
め
に
は

２
月
末
ご
ろ
ま
で
に

還
付
申
告
を

住
基
ネ
ッ
ト
の
概
要

１
面
か
ら
続
く

な
お
、
三
鷹
駅
・
三
鷹
台
・
三

鷹
東
部
・
三
鷹
西
部
の
各
市
政
窓

口
で
も
受
付
け
ま
す
。

申
告
の
必
要
な
方
は
、
印
鑑
、

平
成
13
年
中
の
収
入
が
確
認
で
き

る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
）
・
領
収

書
（
国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年

金
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
生
命

保
険
料
、
損
害
保
険
料
、
医
療
費

な
ど
平
成
13
年
中
に
支
払
っ
た
も

の
）
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
を
郵
送
す
る
方
で

「
控
」
が
必
要
な
方
は
、
ボ
U

ル

ペ
ン
で
記
入
済
の
申
告
書
控
（
鉛

筆
は
不
可
）
と
、
切
手
を
貼
っ
た

返
信
用
封
筒
（
あ
て
先
明
記
）
を

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
郵
送
先
「
〒
180
―
８
５
２
２
武

蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
３
―
27
―
１

武
蔵
野
税
務
署
個
人
課
税
部
門
」

※
表
に
「
確
定
申
告
書
在
中
」

と
朱
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。

物
納
そ
の
ほ
か
特
別
な
事
情
が

あ
る
場
合
、
納
期
限
７
日
前
ま
で

に
所
定
の
書
面
に
よ
り
申
請
す
る

と
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
減
免
の
対
象
は
次
の
と
お
り

（
事
由
が
生
じ
た
後
に
納
期
限
が

く
る
も
の
が
対
象
）
。
fl
相
続
税

の
た
め
物
納
さ
れ
た
固
定
資
産
、

土
地
、
建
物
表
示
登
記
や
権
利

い
。


